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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は平成 30 年５月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年

６月 28日開催予定の第 114期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

  当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２

条の事業目的を一部削除するものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日      平成 30年６月 28日（木）予定 

  定款変更の効力発生日           平成 30年６月 28日（木）予定 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所 
代表者名 代表取締役社長執行役員  宮地  國雄 

（コード番号６３３３ 東証第一部） 
問合せ先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 総 務 本 部 長               

  中 村 嘉 治 
     （ＴＥＬ：０７９１－７５－４１６０） 
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【別 紙】 

定款変更の内容は次のとおりであります。 

 

（下線部は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第１条    （条文省略） 

 

(目的) 

第２条  当会社は次の事業を営むことを

目的とする。 

１．電気機械器具の製造及び販売 

２．一般機械器具の製造及び販売 

３．健康食品の販売 

４．労働者派遣事業 

５．前各号に関連する一切の事業 

 

第３条～第 34条 （条文省略） 

第１条    （現行どおり） 

 

(目的) 

第２条  当会社は次の事業を営むことを

目的とする。 

１．電気機械器具の製造及び販売 

２．一般機械器具の製造及び販売 

(削除) 

(削除) 

３．前各号に関連する一切の事業 

 

第３条～第 34条 （現行どおり） 

 
以 上 

 


